
４９．１６０円

６６．５１７

５６．３０７

～

　平成２７年４月１日以降に都道府県や市区町村に対し寄附（ふるさと納税）を行った場合に、ふるさと納税を行った自治体に

◆ふるさと納税ワンストップ特例制度について

　所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行う人など、確定申告および住民税申告の必要が無く、ふるさと納税を行う自治体

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる

％

～

円

が５団体までの人。

制度です。

円 ～ ４４．０５５ ％

ワンストップ特例制度の対象となる人

～

円 ～

  ０

   １，９５０，００１

円

７９．７９０

・伊万里市（佐賀県）が

　条例で定める団体
寄附金（複数の寄
附があった場合は
合算した金額）の
うち、総所得金額
の３０％が対象限
度額。

％

【基本控除額Ａ】

（寄附金額－２，０００）×１０％

【特例控除額Ｂ】（基本控除額Ａに加えて）

          部は、調整控除後の所得割の2割を限度とする。

課税総所得金額－※人的控除差調整額

円

・佐賀県共同募金会

・日本赤十字社佐賀県支部

【割合Ｃ】

８４．８９５

  ３，３００，００１

  ６，９５０，００１

　ワンストップ特例の申請を提出された人でふるさと納税を行う自治体が５団体を超える人、医療費控除の追加などで確定申告

を行う人についてはワンストップ特例申請が無効となりますので、別途寄附金控除追加の申告が必要となります。

●寄附金税額控除

　前年中に、対象となる団体に対して寄附をしたときは、次の額が差し引かれます。

控除対象限度額

％

％

対象団体 控除額

地方公共団体
（ふるさと納税）

 (寄附金額－２，０００）× 下記【割合Ｃ】

※

人的控除の種類

％

％

人的控除差調整額＝所得税と住民税の人的控除の差の合計額(下表のとおり)

円 ～

    ４０，０００，００１

１８，０００，００１

  ９，０００，００１

金額 人的控除の種類 金額
基礎控除 万円５

普通 １ 万円
特別

同居特別

障害者控除

一般
特別

寡婦控除

万円
５

寡夫控除
勤労学生控除

１０ 万円
２２ 万円

１ 万円

５ 万円
１０ 万円

５ 万円

１８ 万円
１ 万円 万円

一般
特定
老人

５ 万円

万円

一般
配偶者控除

老人
配偶者

特別控除
38万円超40万円未満

40万円超45万円未満 ３

扶養控除

万円

１３１ 万円 同居老親等
１０

円

円

円

円

ワンストップ特例制度の注意事項

６９．５８０～

１，９５０，０００ 円

３，３００，０００ 円

６，９５０，０００

９，０００，０００

１８，０００，０００

４０，０００，０００



円
県民税 １０６，７００ 円 ２，０００ 円 １０８，７００ 円

小計 合計

市民税 １６０，１００ 円 ３，５００ 円 １６３，６００ 円
２７２，３００

寄附金税額控除後の

所得割 均等割

５分の２ ＝ １３，２０１ 円

６９．５８０

２３．４８３ ÷

県民税 ３３，００１ 円 ×

１９，８０１ 円

【特例控除額Ｂ】 × 下記【割合Ｅ】

市民税 ３３，００１ 円 × ５分の３ ＝

課税総所得金額－※人的控除差調整額

円 ～ １，９５０，０００ 円

３，３７０円

３，３００円 ＋　２６，３３１円　＋　３，３７０円＝　３３，００１円

円 ～ ３，３００，０００ 円

÷ ＝

円 ２０．４２０

・夫婦二人、配偶者控除・社会保険料控除あり、太郎さんの給与年収約６００万、【割合Ｃ】＝７９．７９０％の場合

  ９，０００，００１

３３，０００円 × １０．２１０％ ７９．７９０％７９．７９０％×

÷

◎ワンストップ特例制度を利用した場合、さらに申告特例控除額が追加されます

｛（３５，０００円－２，０００円）×【割合Ｃ】｝ × 【割合Ｅ】

  ６，９５０，００１

円 ～ ６，９５０，０００

所得割額

円 ～ ９，０００，０００ 円 ６６．５１７

５６．３０７円 ～

《計算例》　伊万里太郎さんが伊万里市役所（地方公共団体）に３５，０００円を寄附

太郎さん 所得割 均等割 小計 合計

県民税 ②
１２０，０００ 円 ２，０００

市民税 ①
１８０，０００ 円 ３，５００

｛（３５，０００円－２，０００円）×【割合Ｃ】｝

１８３，５００ 円
３０５，５００ 円 ３００，０００円

円

部は所得割（①＋②＝３００，０００）の２割が限度　　　３，３００円 ＋　２６，３３１円　＝　２９，６３１円

　　３３，０００円　×　７９．７９０％

３３．６９３ ÷

円 １２２，０００ 円

・｛（３５，０００円－２，０００円）×１０％｝ ＋

１７，７７９ 円

３，３０００円　×　１０％ ＋

※

５分の２ ＝

市民税 ２９，６３１ 円 × ５分の３ ＝

１１，８５３ 円

寄附金税額控除後の

所得割 均等割

県民税 ２９，６３１ 円 ×

２７５，８００

  ０

   １，９５０，００１

  ３，３００，００１

５．１０５ ８４．８９５÷

１０．２１０ ÷ ７９．７９０

円

小計 合計

市民税 １６２，２００ 円 ３，５００ 円 １６５，７００ 円

【割合Ｅ】

申告特例控除額（ワンストップ特例）の計算

【申告特例控除額Ｄ】（基本控除額Ａ・特例控除額Ｂに加えて）

円
県民税 １０８，１００ 円 ２，０００ 円 １１０，１００


